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東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に関する

診療報酬等の請求の取扱いについて(4月 診療等分)

東 北地 方太 平洋 沖地震 及び 長野 県北 部 の地震 に よ る被 災 に関す る診 療報 酬 等の請 求 の事務

につ いて は、 「東 北地方 太 平洋 沖地 震及 び長 野県 北部 の地 震 に関す る診療 報酬 等 の請求 の 取

扱 いに つ い て(そ の2)」(平 成23年4月1日 付厚 生 労働 省 保 険局 医療課 事 務連 絡 。 以 下

r事務 連絡 そ の2」 とい う.)に よ り連絡 を した ところです が 、平成23年4月 診療 等分 の 診

療 報酬 の 請求 の取扱 い にっ いて は、 下記 に よる こ とと した ので 、関係 団体 に周 知 を図 る よ う

に よろ しくお願 い します。

一記

1平 成23年4月 診療 等分 に係 る診療 報酬 等 の請求 につ いて

平成23年4月 診療 等分(5月 提 出分)に 係 る診療 報 酬等 の請 求 につ いて は、 災害救 助

法 適 用地域(東 京 都 の区域 を除 く。)に 所在 す る医科 に係 る保 険 医療機 関で あっ て、平 成

23年3月12日 以降 に診 療 を行 い、3月 診 療分(4月 提 出分)に つ い て事務連 絡 その2

の1(2)に よ り3月 一 ヶ月分 を通 して概算 に よ る請 求 を行 った もの に限 り、 当該保 険 医

療機 関の状 況 に鑑 み通 常の 手続 き に よる請求 を行 うこ とが困難 な場 合 には 、4月 診療 分 に

つ いて も、一 か月 分 を通 して概算 に よ る請 求 を行 うことがで き るもので あ るこ と,,

これ 以外 の場 合 につ いて は、 下記3に よ り、通 常の 方法 に よ り診 療報 酬等 の請 求 を行 う

こ と,

2概 算 請求 を行 う場 合の 取扱 いにつ い て

(1)概 算 によ る請 求 を選択 す る保 険 医療機 関 につい て は、やむ を得 な い事 情 が ある場

合 を除 き 、平成23年5月10日 ま でに概 算 に よる請 求 を選択 す る 旨、各 審査 支払 機



関(国 民健 康保 険 団体連 合会及 び社:会保 険診療 報酬 支払 基金)に 届 け出 るこ と。

(2)診 療 報 酬等 の算 出方法

原則 として平 成22年11月 診療 分 か ら平 成23年1月 診 療分 まで の診 療 報酬 等支

払 実績 に よ り(当 該保 険 医療 機 関 にっ いて特 別 な事情 が あ る場合 には、別 途 保険 医療

機 関 と調 整 をす る,)、 下記 ① か ら③ に よ り算 出 し、それ を合計 して支払 を行 うこ と

とな るた め 、各保 険 医療機 関に おい て は、別 紙 の様式 によ り、 当該保 険 医療機 関 の平

成23年4月 の入 院、 外来 別の診 療 実 日数 を合 わせ て届 け出 る もの とす る こ と。

① 入院分

平成22年11月 ～平 成23年1月

入 院分 診療 報酬 等支払 額

×

平成23年4月 の入 院診 療

実 日数

92日

。亭

② 外来分

平成22年ll月 ～平成23年1月

外来 分診療 報酬 等 支払額

X

平成23年4月 の外 来診療

実 日数

70日

③ 平成23年3月12日 以 降の一一部負担 金等 の猶 予分

平 成22年11月 ～平 成23年1月

入院分 診療 報酬 等支払 額 平 成23年4月

Xの 入 院診療 実 日数 ×0 .036

92日

十

平成22年ll月 ～平成23年1月

外 来分診 療報 酬等 支払 額 平成23年4月

× の外 来診 療 実 日数 ×0 .036

70日

(3)こ の 方法 の対象 とな る請求 の範 囲 にっ いて は、公 費負 担 医療 に係 る ものに つい て も

含 まれ る こ と。

(4)こ の 方法 に よる請求 を選 択 した保 険 医療機 関につ いて は、 この方 法に よ る概 算額 を

もって平 成23年4月 診療 分 の診療 報酬 等支 払額 を確 定す る もので あ るこ と、



3通 常の 方法 に よる請 求 を行 う場合 の取扱 いにつ いて

平 成23年4月 診 療 等分 に係 り、 通常 の方 法 に よる診療 報酬 等の 請求 を行 う場合 には、

事務 連絡 そ の2の3(通 常 の方 法 に よる請 求 を行 う場 合 の取扱 いにっ いて)及 び4(レ セ

プ ト電算 処理 シ ステ ムの取 扱 い にっい て)に よ り行 うこ と。 ただ し、4月 診療 分 に係 る診

療 報酬 請求 書等 の提 出期 限は、 通常 どお り5月10日(火)と す る こ と。

なお 、事 務連 絡 そ の2に お いて 、被保 険者 証 等を提 示せ ず に受診 した者 に係 る請求 に関

し、保 険者 を特 定 で きない 場合 に は、 明細 書の欄 外上 部(電 子 レセ プ トの場 合 は摘要 欄)
『
に当該 患者 の住 所又 は 事業 所名 、患者 に確認 してい る場合 に はそ の連絡 先 を記載 す る こ と

としてい る ところで あ り、 引 き続 き当該事 項 の記載 の徹底 に ご協力 いた だ きたい。



(別紙)

「レ

東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に伴う被災に関する概算による

診療報酬請求に関する届出書(平成23年4月 診療分)

保険医療機関コー ド

下記のア及びイに該当するため、4月診療分について東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の

地震に伴う被災に関する概算による診療報酬の請求を行いたいので、次のように届け出ます。

平成 年 月 日

保険医療機関等の
所在地 及び 名称

開設者名 ・事巣者氏名 印

審 査 支 払 機 関 殿

ア 災害救助法適用地域(東 京都の区域を除く。)に所在する医科に係る保険医療機関で

あって、平成23年3月12日 以降に診療を行い、3月 診療分(4月 提出分)に ついて、
3月 一ヶ月分を通 して概算による請求を行った医療機関であること

イ 保険医療機関の状況に鑑み、通常の手続きによる請求を行うことが困難であること

平成23年4月 の診療実日数を記入すること。

[入院 ・外来別診療実日数]

(外来診療実日数)

日間
(入院診療実日数)

日間


